
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市鳥羽三丁目 31番 34号 

 有限会社 ムラセホームサービス 

 代表取締役 村瀬 小百合 

工 事 名 鳥羽中央公民館河内分館トイレ等改修工事 

工 事 場 所 鳥羽市  河内町    地内 

工 事 種 別  建築工事 

変 更 工 事 概 要 下記変更契約理由と同じ。 

当 初 契 約 年 月 日 令和 5年 12月 6日 

変 更 契 約 年 月 日 令和 5年 3月 1日 

当 初 工 事 期 間 令和 5年 12月 6日 ～ 令和 6年 3月 15日 

変 更 後 工 事 期 間 令和 5年 12月 6日 ～ 令和 6年 3月 21日 

当 初 契 約 金 額 １９，４４８，０００円（税込み） 

変 更 金 額 １，４０４，７００円（税込み） 

変 更 後 の契 約 金 額 ２０，８５２，７００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するも

のとする。 

 

1） 既存アスファルト舗装を撤去し、既存の配管経路等を調査した

ところ、地中内にあるガス管が老朽化しており取替を行う必要

がある為、変更を行うものである。 

2） 施工段階において、地中、パイプシャフト内、天井小屋組内等

を詳細に調査したところ、相違があり、配管や配線等の延長や

数量等の変更を行うものである。 

3） トイレ内部解体後、詳細な測量を行ったところ、一部の機器等

が収まらない為、仕様等の変更を行うものである。 

4） 解体材の石綿含有調査において、一部石綿が含有していた為、

飛散しないよう養生を行い、撤去、運搬と処分を適正に行うよ

う変更を行う。また、石綿含有の確認等に想定以上の時間を要

した為、工期を 6日間延期するものである。 

 

 


